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所
得
税
の
確
定
申
告
は
忘

れ
ず
に

　

平
成
17
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申

告
が
２
月
16
日
（
木
）
か
ら
始
ま
っ

て
い
ま
す
。

　

申
告
期
限
の
３
月
15
日
（
水
）
間

近
に
な
る
と
窓
口
は
大
変
混
雑
し
ま

す
の
で
、
早
め
に
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
確
定
申
告
書
の
提
出
は
、

郵
送
等
で
も
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
確
定
申
告
書
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
簡
単
に
作
成
で

き
ま
す
。
と
て
も
便
利
で
す
の
で
、

ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。　

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※ 

個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
の
確
定
申
告
と
納
付
の
期

限
は
３
月
31
日
（
金
）
で
す
。

※ 

白
色
申
告
の
人
は
、
確
定
申
告
書

に
「
収
支
内
訳
書
」
を
必
ず
添
付

し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

鹿
屋
税
務
署

　
　

☎
０
９
９
４
─42
─３
１
２
７　

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.nta.go.jp

振
替
納
税
が
便
利
で
す

　

申
告
所
得
税
と
個
人
事
業
者
の
消

費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
納
税
は
、

銀
行
や
郵
便
局
の
預
貯
金
口
座
か
ら
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自
動
的
に
引
き
落
と
し
と
な
る
「
振

替
納
税
」
が
大
変
便
利
で
す
。

　

ま
だ
利
用
さ
れ
て
い
な
い
人
は
、

ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

振
替
納
税
の
引
き
落
と
し
日

・
申
告
所
得
税
の
引
き
落
し
日

　

４
月
20
日
（
木
）

・ 

個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
の
納
付
期
限

　

４
月
27
日
（
木
）

【
問
い
合
わ
せ
】

　

鹿
屋
税
務
署

　
　

☎
０
９
９
４
─42
─３
１
２
７

子
育
て
相
談

　

子
育
て
に
つ
い
て
悩
み
を
持
っ
て

い
る
人
を
対
象
に
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が

無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。
ぜ
ひ
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

● 

日
時
＝
３
月
23
日
（
木
）
14
時
〜

16
時

● 

場
所
＝
市
児
童
セ
ン
タ
ー
（
西
原

台
小
近
く
）

※ 

予
約
が
必
要
で
す
の
で
、
事
前
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

市
児
童
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
０
９
９
４
─44
─９
８
２
５

12

の
び
の
び
子
育
て
支
援
教
室

　

市
で
は
、
現
在
子
育
て
を
し
て
い

る
保
護
者
と
そ
の
子
供
達
を
対
象
に
、

保
育
士
に
よ
る
の
び
の
び
子
育
て
支

援
教
室
を
開
催
し
ま
す
。
お
気
軽
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
程

・
３
月
10
日
（
金
）
10
時
〜
正
午

・
３
月
17
日
（
金
）
10
時
〜
正
午

● 

場
所
＝
市
勤
労
婦
人
セ
ン
タ
ー

（
札
元
１
丁
目
）

● 

内
容
＝
育
児
に
関
す
る
情
報
交
換
、

読
み
聞
か
せ
、
指
遊
び
、
リ
ズ
ム

体
操
等

● 

申
込
方
法
＝
各
教
室
の
開
催
日
２

日
前
ま
で
に
電
話
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　
　

市
勤
労
婦
人
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
０
９
９
４
─44
─９
０
８
８

乳
が
ん
検
診

　

市
内
の
30
歳
以
上
の
女
性
を
対
象

に
、
乳
が
ん
の
集
団
検
診
を
実
施
し

ま
す
。
た
だ
し
、
昨
年
の
８
月
１
日

か
ら
10
月
31
日
ま
で
の
間
に
病
院
で

検
診
し
た
人
は
、
今
回
受
診
で
き
ま

せ
ん
。

　

な
お
、
平
成
18
年
度
か
ら
は
対
象

の
年
齢
が
40
歳
以
上
と
な
り
、
集
団

検
診
に
お
い
て
は
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ

の
併
用
検
診
と
な
り
ま
す
。

●
検
診
内
容
＝
問
診
・
視
診
・
触
診

※ 

超
音
波
検
診
及
び
マ
ン
モ
グ
ラ

フ
ィ（
１
方
向
・
２
方
向
）は
、
希

望
者
の
み
で
全
額
自
己
負
担
で
す
。

●
検
診
料

○
視
診
・
触
診　

２
０
０
円

○
超
音
波
検
診　

３
，
１
５
０
円

※ 

30
代
の
方
は
、
ぜ
ひ
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。

○
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ

※ 

40
歳
以
上
の
方
は
、
ぜ
ひ
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

・
１
方
向
（
縦
の
み
撮
影
）

　

３
，
１
５
０
円

・ 

２
方
向
（
縦
・
横
か
ら
撮
影
）

　

５
，
３
５
０
円

○ 

70
歳
以
上
・
非
課
税
世
帯
・
生
活

保
護
世
帯
の
人
は
無
料

○ 

65
歳
か
ら
69
歳
の
人
で
老
人
医
療

受
給
者
は
、
医
療
受
給
者
証
の
提

示
で
無
料

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
健
康
増
進
課

　
　

☎
０
９
９
４
─41
─２
１
１
０

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

　

こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
や
こ
こ
ろ

の
病
気
に
つ
い
て
心
配
し
て
い
る
人

を
対
象
に
相
談
員
や
保
健
師
が
相
談

に
応
じ
ま
す
。
電
話
で
の
相
談
も
で

き
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

● 

日
時
＝
３
月
20
日
（
月
）
９
時
〜

15
時

● 

場
所
＝
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

（
北
田
町
）

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
健
康
増
進
課

　
　

☎
０
９
９
４
─41
─２
１
１
０

健
康
相
談

　

自
分
や
家
族
の
健
康
に
関
す
る
こ

と
で
不
安
な
こ
と
・
知
り
た
い
こ
と

が
あ
る
人
、
ま
た
、
話
を
聞
い
て
も

ら
い
た
い
人
は
保
健
師
・
栄
養
士
・

歯
科
衛
生
士
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

● 

日
時
＝
３
月
20
日
（
月
）

・ 

一
般
健
康
相
談　

９
時
〜
正
午

　
　
　
　
　
　
　
　

13
時
〜
15
時

・
糖
尿
病
相
談　
　

13
時
〜
15
時

● 

場
所
＝
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

（
北
田
町
）

● 

内
容
＝
栄
養
・
運
動
・
休
養
・
歯

科
に
関
す
る
健
康
相
談
、
血
圧
測

定
・
尿
検
査

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
健
康
増
進
課

　
　

☎
０
９
９
４
─41
─２
１
１
０

医
療
機
関
健
康
相
談

　

職
場
健
康
診
断
の
見
方
が
わ
か
ら

な
い
な
ど
、
健
康
の
こ
と
で
悩
み
が

あ
る
人
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

● 

日
時
＝
３
月
15
日
（
水
）　

14
時

〜
16
時

● 
場
所
＝
お
ば
ま
病
院
（
寿
２
丁

目
）
☎
０
９
９
４
─42
─５
２
３
５

※ 

受
付
に
て
、
鹿
屋
・
肝
属
地
域
産

業
保
健
セ
ン
タ
ー
の
健
康
相
談
を

利
用
し
た
い
と
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

※ 

相
談
時
、
健
康
診
断
結
果
表(

基

本
健
康
診
査
可)

な
ど
持
参
す
る

と
適
切
な
指
導
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

※ 

内
容
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。　

【
問
い
合
わ
せ
】

　

鹿
屋
・
肝
属
地
域

　
　
　

産
業
保
健
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
０
９
９
４
─40
─５
４
４
１

　

鹿
屋
市
医
師
会

　
　

☎
０
９
９
４
─43
─４
７
５
７

３
月　

日
の
外
科
の
休
日

当
番
医
の
変
更

　

２
月
13
日
発
行
の
広
報
か
の
や
３

号
に
掲
載
し
た
「
３
月
12
日
の
外
科

の
休
日
当
番
医
」
に
変
更
が
あ
り
ま

し
た
。

変
更
前

　
　

石
踊
病
院
（
笠
之
原
町
）

　
　
　
　

←

変
更
後

　
　

検
見
崎
病
院
（
西
原
１
丁
目
）

　
　
　

☎
０
９
９
４
─43
─２
９
９
１

　

【問い合わせ】
　　市民課交通安全係　☎ 0994-43-2111（内線 3158）
　　※各総合支所の市民生活課にも問い合わせできます。

【加入資格】　鹿屋市に住民登録又は外国人登録をしている人
【共済期間】　平成18年４月１日～平成19年３月31日
　　　　　　※ 中途加入の場合は、納入の翌日からその年度の３月

31日までです。
【共済掛金】　１人　年額  ５００円
　　　　　　※共済期間の中途で加入した場合でも同額です。
【申込方法】　 ３月中旬頃に全世帯に郵送される「交通災害共済加入

申込書兼納付書」を持参して、各金融機関等で共済掛
金を納めてください。

※ 世帯の人数（共済掛金）を変更する場合は、この納付書では納
付することができません。変更を希望する場合は、本庁市民課
又は各総合支所の市民生活課までお越しください。加入申込書
兼納付書を再発行します。

　市町村交通災害共済制度は、交通事故より被害を受けた人を救済するために鹿児島県市町村交通災害共
済組合が行っている制度です。いつ交通事故の被害者になるかわかりません。万が一に備えるためにも交
通災害共済制度に加入しましょう。

国道220号バイパス

至 垂水

九州電力

市勤労婦人センター

至 

志
布
志

鹿屋農業高校

鹿屋警察署
県民健康プラザ

ソフトグラウンド

GS

日　程
会　　場

受付 9時～9時30分 受付13時～13時30分

3月14日（火） － 大姶良地区学習センター

15日（水） 保健相談センター 保健相談センター

16日（木） 保健相談センター 田崎地区学習センター

17日（金） 鹿屋東地区学習センター 鹿屋東地区学習センター

子
育
て

健　

康


